
ひ
と
り
親
家
庭
の
た
め
の

弁
護
士
巡
回
相
談
会

　

ひ
と
り
親
家
庭
や
寡
婦
の
人

を
と
り
ま
く
様
々
な
問
題
に
つ

い
て
、
弁
護
士
・
就
業
相
談
員
・

養
育
費
専
門
相
談
員
が
相
談
に

応
じ
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
か
ら
離

婚
を
考
え
て
い
る
人
の
相
談
も

受
け
付
け
ま
す
。（
※
要
予
約
）

■時
８
月
10
日
㈭

午
前
10
時
〜
午
後
０
時
15
分

（
１
人
45
分
以
内
）

■対
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
・
父
、

寡
婦
、
離
婚
前
の
人

■定
６
人

■￥
無
料

■所
熊
野
町
役
場
３
階
会
議
室

■申
■問
広
島
県
ひ
と
り
親
家
庭
等

就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

☎

082
‐
249
‐
７
１
４
９

 
（
子
育
て
・
健
康
推
進
課
）

募　
　

集

臨
時
職
員
（
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
）
の
募
集

【
保
健
師
、
社
会
福
祉
士

ま
た
は
介
護
支
援
専
門
員
】

▼
業
務
内
容
‥
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
相
談
員
業

務
な
ど

名　称 月　日 時　間 相談員 内容など 相談場所・問合せ先

人権
ホットライン

18日（火）
10：00～12：00
13：00～15：00

人権擁護委員
人権侵害、身の回りの悩み
事など電話で相談に応じ
ます。

■所電話相談のみ
■問民生課
☎820－５６３５

不登校・
ひきこもり
無料相談会

20日（木） 18：30～20：30
安芸ソーシャル
サポートの会

学校や社会の中で息苦し
さを感じ、悩んでいません
か。不登校児童・生徒の支
援に携わってきた支援者
と一緒に考えてみましょ
う。
■対不登校・ひきこもりなど
の悩みを持つ人（本人・保
護者）

■所くまの・みらい交流館
■問特定非営利活動法人　
安芸ソーシャルサポー
トの会
☎821－０３４５

（子育て・健康推進課）

生活困窮者
相談窓口

月～金
（祝日を除く）

8：30～17：15
福祉事務所

職員

自立をサポートする相談
に応じます。
■対経済的に困窮し、最低限
度の生活の維持が困難な
人（生 活 保 護 受 給 者 は 除
く）。

■所熊野町役場
■問■申民生課（福祉事務所）
☎820－５６１４

～各種相談についての秘密は厳守します気軽にご相談ください～

相　
　

談

歯並び矯正は専門医のいる当院へ！歯並び矯正は専門医のいる当院へ！

無料相談いたします（要予約）

大人でも矯正できます

糖尿病予防はお口から！

歯のクリーニングをどうぞ！

山野歯科医院　☎ ８５４‐１１３９

山野矯正歯科　☎ ８８８‐８７４１（矢野駅前）

広告

特
定
外
来
生
物

（
ヌ
ー
ト
リ
ア
）
防
除
講
習
会

　

農
地
の
稲
や
野
菜
を
喰
い
荒
ら

す
ヌ
ー
ト
リ
ア
に
対
し
、
捕
獲
方

法
な
ど
の
講
習
を
行
い
ま
す
。
受

講
者
に
は
防
除
従
事
者
証
を
発
行

し
、
ご
自
身
で
ヌ
ー
ト
リ
ア
の
捕

獲
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

■時
平
成
29
年
８
月
３
日
㈭

午
前
10
時
か
ら
2
時
間
程
度

■所
役
場
２
階
会
議
室

▼
申
込
方
法
等
‥
７
月
21
日
㈮

ま
で
に
、
都
市
整
備
課
へ
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

■問
都
市
整
備
課
☎
820
‐
５
６
０
８

サ
ン
フ
レ
ッ
チ
ェ
広
島
の

試
合
に
ご
招
待

■時
７
月
30
日
㈰

サ
ガ
ン
鳥
栖
戦

午
後
６
時
半　

キ
ッ
ク
オ
フ

■所
エ
デ
ィ
オ
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
広
島

バ
ッ
ク
ス
タ
ン
ド
自
由
シ
ー
ト

■対
安
芸
郡
在
住
者

※
応
募
資
格
‥
熊
野
町
在
住
の
人

■定
ペ
ア
１
千
組
（
合
計
２
千
人
）

▼
応
募
方
法

①
下
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら

応
募
専
用
ア
ド
レ
ス
（sfc.

a
re

a
1
7
0
7
3
0
@

m
.m

s
g

s
.jp

）

に
空
メ
ー
ル
を

送
信
。

②
「@

san
frecce.co.jp

」
か
ら

の
返
信
メ
ー
ル
本
文
中
の
URL
に

接
続
。
応
募
申
込
フ
ォ
ー
ム
か

ら
応
募
。

▼
当
選
発
表
‥
７
月
21
日
㈮
ま

で
に
電
子
招
待
券
（
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
）
の
受
け
取
り
方
法
な
ど
の

案
内
メ
ー
ル
が
届
き
ま
す
。

▼
応
募
締
切
‥
７
月
20
日
㈭

※
迷
惑
メ
ー
ル
対
策
で
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
設
定
を
さ
れ
て
い
る
人

は
、「@

sanfrecce.co.jp

」
か
ら
の

メ
ー
ル
受
信
を
出
来
る
よ
う
設
定

を
変
更
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

※
１
回
の
申
込
み
で
２
人
の
招

待
で
す
。

※
１
つ
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
で
複

数
回
応
募
し
た
場
合
は
、最
新
の
応

募
情
報
の
み
有
効
と
な
り
ま
す
。

お　

知　

ら　

せ

ふ
で
り
ん
ピ
ン
ポ
ン
ス
タ
ジ
ア
ム

オ
ー
プ
ン

　

町
公
民
館
で
、
み
ん
な
で
楽

し
く
ピ
ン
ポ
ン
し
よ
う
。

▼
使
用
時
間
‥
午
前
９
時
〜
午

後
４
時
半
（
イ
ベ
ン
ト
な
ど
が
あ

る
時
は
、
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
）

▼
受
付
‥
町
公
民
館
窓
口

▼
貸
出
‥
ラ
ケ
ッ
ト
、
ボ
ー
ル

■￥
無
料

■問
町
公
民
館
☎
854
‐
３
１
１
１

▼
雇
用
条
件
‥
保
健
師
、
社
会

福
祉
士
ま
た
は
介
護
支
援
専
門

員
い
ず
れ
か
の
資
格
お
よ
び
普

通
運
転
免
許
を
有
す
る
こ
と

▼
募
集
人
員
‥
１
名

▼
雇
用
期
間
‥
８
月
１
日
〜
平

成
30
年
９
月
30
日

※
以
後
、
半
年
毎
の
更
新
の
場

合
あ
り

▼
勤
務
日
‥
月
曜
日
〜
金
曜
日

（
有
給
休
暇
あ
り
）

▼
勤
務
時
間
‥
午
前
８
時
半
〜

午
後
５
時
15
分

▼
賃
金
額
‥

保
健
師　

１
千
400
円
／
時
間
給

社
会
福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門

員
１
千
350
円
／
時
間
給

▼
手
当
‥
時
間
外
勤
務
手
当
、

通
勤
手
当
あ
り

▼
保
険
‥
社
会
保
険
・
雇
用
保

険
加
入
あ
り

▼
応
募
締
切
等
‥
７
月
21
日
㈮

（
必
着
）
ま
で
に
、
「
選
考
申
込

書
」
に
記
入
の
う
え
所
持
資
格

の
免
状
（
写
）
を
添
え
て
、
役

場
総
務
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
面
接
に
よ
る
選
考
の
結
果

に
よ
り
採
用
し
ま
す
。

「
選
考
申
込
書
」
の
様
式
、
選
考

会
の
日
程
な
ど
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
い
た
だ
く
か
、
役
場
総
務
課

へ
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

■問
総
務
課
☎
820
‐
５
６
０
１

高
齢
者
支
援
課
☎
820
‐
５
６
０
５

よ
し
も
と
流　

漫
才
講
座

　

町
公
民
館
で
、
フ
リ
・
ボ

ケ
・
ツ
ッ
コ
ミ
・
オ
チ
の
付
け

方
な
ど
、
ネ
タ
づ
く
り
を
学
ん

で
、
披
露
し
よ
う
。

■時
①
７
月
25
日
㈫　

午
後
２
時

半
〜
午
後
３
時
半
（
午
後
４
時
半
）

②
８
月
10
日
㈭　

午
後
２
時
半

〜
午
後
３
時
半
（
午
後
４
時
半
）

■所
熊
野
町
民
会
館
１
Ｆ
教
養
娯

楽
室
（
舞
台
あ
り
）

■対
中
学
生
・
高
校
生
（
２
〜
３
人
組
）

■定
10
組
（
先
着
）

■￥
100
円

■持
筆
記
用
具
、
ノ
ー
ト

▼
講
師
‥
「
広
島
県
住
み
ま
す

芸
人
」
松ま

つ

浜は
ま　

心し
ん

先
生
（
よ
し

も
と
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
エ
ー

ジ
ェ
ン
シ
ー
所
属
）

▼
申
込
方
法
‥
申
込
書
を
提
出

■問
町
公
民
館
☎
854
‐
３
１
１
１

自立支援医療（精神通院医療・更生医療・育成医療）について

　障害のある人が、心身の障害状態の軽減を図るため、指定自立支援医療機関から必要な医療を受けた場

合に、その医療費の自己負担額を軽減する制度です。ただし、一定所得以上の場合は対象外となります。

精神通院医療 更生医療 育成医療

対象者

　次の精神疾患により通院による

精神医療を継続して要する程度の

病状にある人

①統合失調症

②精神作用物質による急性中毒ま

たはその依存症

③てんかん

④PTSD

⑤その他の精神疾患など

次の疾患の治療を受け、その治療

効果が確実なものと期待できる身

体障害者手帳をお持ちの人（18歳

以上）

①肢体不自由②視覚障害③聴覚、

平衡機能障害④音声、言語、そ

しゃく機能障害⑤内臓障害（心

臓、腎臓、小腸、肝臓機能障害に

限る）⑥ヒト免疫不全ウイルスに

よる免疫の機能障害

現在身体に次の障害があるか、ま

たは疾患があってそのままにする

と将来一定の障害を残すと認めら

れ、手術などの外科的な治療等で

その症状が軽くなり、日常生活が

容易にできるようになると認めら

れる人（18歳未満）

①肢体不自由②視覚障害③聴覚、

平衡機能障害④音声、言語、そ

しゃく機能障害⑤内臓障害⑥ヒト

免疫不全ウイルスによる免疫の機

能障害⑦人工透析療法、抗免疫療

法、中心静脈栄養法

利用者

負担など

医療費の１割

世帯の所得に応じて、自己負担の上限月額（2,500円・5,000円・10,000円・20,000円）を設定します。

■問■申 民生課　☎820－５６３５

（民生課）
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お知らせ ７月

お
知
ら
せ 

７ 

月

熊野町の火災と救急
－平成29年５月中－

火災件数  1件

救急件数 81件

　死傷者  0人

搬送人員 74人

※緊急車両の通行に支障となる不法駐車はやめましょう。


